
 

 

 

和泉市児童手当支給業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉市子育て健康部子育て支援室こども支援担当 

 



本仕様書は、和泉市（以下「発注者」という。）が児童手当制度拡充に伴う支給業務を

委託するにあたり、受注者との委託契約について、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 目的 

本業務は、「こども未来戦略」（令和５年１２月２２日閣議決定）で掲げる「こど

も・子育て支援加速化プラン」に基づき、ライフステージを通じた子育てに係る経済的

支援の強化策の一環として行われる児童手当制度の抜本的拡充に伴い発注者に生じる事

務に関して、改正法施行後に新たに受給資格が生じる者（以下、「新受給資格者」とい

う。）及び受給額が増額することとなる者（以下、「額改定受給者」という。）への申

請勧奨及び手当支給を円滑に行うため、本業務に関する事務を委託するものである。 

 

２ 用語定義 

  本仕様書において、次の表に掲げる略称及び用語の意義は、当該表に定めるところに

よる。 

 

略称又は用語 略称又は用語の意義 

対象者リスト 

対象者及び支給要件児童の固有識別番号、住所、氏名等を記録したＣ

ＳＶデータのことをいう。（文字コードは、ＵＮＩＣＯＤＥ（ＵＴＦ

－８）とする。） 

 

３ 履行期間 

履行期間は、契約締結日から令和６年１１月２９日までとする。 

 

４ 履行場所 

  履行場所は、発注者が指定する場所とする。 

 

５ 業務の要件等 

（１）新受給資格者及び額改定受給者の要件 

  ア 新受給資格者の要件 

次の①から③のいずれかに該当する者をいう。 

①  改正前の所得上限限度額超過により特例給付の支給対象外である者 

②  中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している者 

③  新たに施設入所等児童となる者がいる者 

  イ 額改定受給者の要件 

    次の①から⑥のいずれかに該当する者をいう。 

   ①  一定の所得以上で特例給付を受けている者 

   ②-1 支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と中学生以下の児童を養

育している者 



1 
 

   ②-2 支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童とし

て認定されている中学生以下の児童を養育している者 

   ③  既に多子加算を受けている者 

   ④  新たに多子加算を受けることとなる者 

   ⑤  新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる世

帯 

   ⑥  既に施設等受給資格者である者で、その委託等されている児童のうち、高校生

年代の児童がいる者 

    ※ア ①から③の対象者は、認定請求書の提出が必要 

     イ ①から③の対象者は、市が職権で額改定を実施するため額改定通知書の送

付が必要 

       ④から⑥の対象者は、額改定請求書の提出が必要 

（２）申請方法及び見込数 

  申請に係る手続きは、発注者が指定する様式により行い、窓口、郵送又はオンライン

（市で導入予定）により受け付けるものとする。 

   新受給資格者の見込数  約6,000人 

   額改定受給者の見込数  約3,000人 

ただし、数量を保証するものではない。 

（３）業務履行時間 

業務履行時間については、原則平日の午前９時００分から午後５時１５分までの時

間帯とする。ただし、平日の夜間、土、日及び祝祭日に業務を行う必要が生じた場合

は、事前に発注者と協議を行うこと。 

（４）児童手当システム 

   児童手当の申請及び受給状況等の管理に関するシステム（制度改正に伴う改修完了

時期は８月下旬頃の予定）については、端末及び周辺機器を含め発注者が用意するも

のを使用すること。 

（５）業務に必要な場所、機器及び備品等の準備 

ア 受付窓口業務、審査等業務及び電話対応を行う施設（以下「申請会場」とい

う。）の使用料及び維持管理に要する費用（水道光熱費、照明等の消耗品）は、発

注者が負担する。 

イ 本業務の履行にあたり、次の機器及び備品等は発注者が用意するものとする。 

① ＰＣ、プリンタ 

② 机、椅子、パーティション 

③ 電話機 

④ コピー機 

ウ 発注者が提供する機器及び備品等以外の消耗品等（コピー用紙、プリンタトナー

等）で業務に必要なものは、受注者の負担とする。 

エ 受注者は、発注者から貸与された機器及び備品等につき善管注意義務をもって適
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正に取り扱い、不具合が生じた場合は直ちに発注者に報告すること。なお、受注者

の責に帰すべき事由により毀損等した場合は、受注者は、その賠償の責を負うこと

とする。 

オ 受注者は、申請会場の原状を改変する場合は、事前に理由を付した書面で申請

し、発注者の承諾を得なければならない。 

カ 受注者は、発注者の許可なく、発注者から貸与された機器及び備品等を申請会場

以外に持ち出してはならない。 

キ 履行期間が満了した場合又は契約が解除された場合は、受注者は申請会場及び発

注者から貸与された機器及び備品等を発注者の指定する期日までに発注者に返還し

なければならない。 

ク 申請会場を返還する場合、発注者の指定する期日までに原状回復しなければなら

ない。また、これに要する費用は受注者が負担しなければならない。ただし、発注

者が原状回復の必要性がないと認めた場合はこの限りでない。 

（７）郵送費用 

本業務に関する郵送費用は、発注者が負担する。 

 

６ 事務スケジュール 

  事務スケジュール（予定）は次の表のとおりとする。 

 

期間等 主な事務内容 

契約締結日から令和６年６月末 事務打ち合わせ 

令和６年６月から７月上旬 制度案内通知等校正作業 

令和６年７月中旬 
対象者リスト受け渡し 

制度案内通知等印刷・封入封緘作業 

令和６年７月下旬 制度案内通知発送 

令和６年８月１日 受付窓口・事務センター開設 

令和６年１１月中旬から１１月下旬 認定・額改定等通知書封入封緘作業・発送 

令和６年１１月２９日 受付窓口・事務センター終了 

 

７ 業務内容 

発注者が改正法施行後に児童手当を円滑に支給するため、次の（１）から（１０）ま

での業務その他児童手当の支給に必要な一切の業務を行うものとする。 

（１）実施体制の構築業務 

  ア 契約締結後速やかに、適正かつ確実に遂行できる体制を構築すること。 
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  イ 業務の遂行に当たり、必要となる知識及び能力を習得するため、従事者に研修を

行うこと。（「８ 人員体制（３）参照」） 

（２）制度案内文書等の印刷 

ア 印刷を行う制度案内文書等は、「（別紙）制度案内文書等の印刷及び送付等につ

いて」に記載のものとする。 

  イ 用紙色については別途協議のうえ確定するものとする。 

ウ 各種印刷物の原稿は、原稿案を受注者が作成し、発注者と協議のうえ、レイアウト、

デザイン調整を受注者が行い、発注者の承認を得るものとする。 

  エ 納品先は受注者と協議の上決定するものとする。 

（３）対象者リストの受け渡し等 

ア 発注者は受注者に対して、対象者リストのＣＳＶデータを暗号化圧縮し、圧縮フ

ァイルとパスワードをそれぞれ高度な情報セキュリティ環境を維持できる通信サー

ビス（ＬＧＷＡＮ通信回線によるデータ伝送サービス）にて受け渡しを行うものと

する。なお、発注者と受注者間のＬＧＷＡＮ通信回線によるデータ伝送サービスの

開設費及び維持費等は受注者が負担するものとする。 

イ 当該ＣＳＶデータに関する文字情報ファイル（ＥＵＤＣファイル等）についても

併せて、高度な情報セキュリティ環境を維持できる通信サービス（ＬＧＷＡＮ通信

回線によるデータ伝送サービス）にて受け渡しを行うものとする。 

（４）制度案内文書等の封入封緘及び発送 

ア 制度案内文書等に対して個人情報を可変印字し、申請書等の必要書類を併せて、発

送用封筒に封入封緘し、普通郵便にて発送するものとする。 

イ 制度案内文書等の発送は「（別紙）制度案内文書等の印刷及び発送等について」に

記載のものとする。 

エ 印刷した制度案内文書及び発送物は確実な通数管理を行うこと。 

オ 封入作業については誤封入を防ぐため、必要な工夫を講じること。 

カ 通知印刷後に発送不要となった者について、発送前に抜き取りを行うこと。 

キ 詳細なスケジュールは発注者と協議のうえ確定させるものとする。 

（５）受付窓口業務 

 ア 受注者は、市民の来庁申請や電子メールによる問い合わせ、苦情等に対応するた

め、申請会場にて受付窓口を開設及び運営するものとする。 

イ 問い合わせ対応・苦情処理については、原則として受注者の責任により行うもの

とし、必要に応じて発注者に報告・相談・協議を行い、受注者において解決するこ

と。また、内容等については、一覧にして発注者に報告すること。 

ウ 受付窓口の開設期間は、令和６年８月１日から令和６年１１月２９日までとす

る。 

エ 業務履行日時については、原則平日の午前９時００分から午後５時１５分までの

時間帯とする。ただし、平日の夜間、土、日及び祝祭日に業務を行う必要が生じた

場合は、事前に発注者と協議を行うこと。 
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オ 受付窓口については、受付窓口は２ブースとし、「８ 人員体制（２）」で示す

従事者を配置し、対応することとする。 

カ 受付区分（窓口、電子メール）ごとに、受付種別（問合せ、意見・苦情、その

他）ごとの受付状況を必要に応じて、発注者に閲覧及び提供すること。 

（６）コールセンター業務 

ア 受注者は、市民からの電話による問い合わせ、苦情等に対応するためコールセン

ターを開設及び運営するものとする。 

イ 問い合わせ対応・苦情処理については、原則として受注者の責任において行うも

のとし、必要に応じて発注者に報告・相談・協議を行い、受注者において解決するこ

と。なお、想定される主な内容は、次のとおりである。 

  また、内容等については、一覧にして発注者に報告すること。 

① 改正法施行後の児童手当制度の内容 

② 申請書等の記入方法及び添付書類等 

③ 申請書等の書類不備対応に関する受付及び確認 

④ 申請状況等の照会 

⑤ 申請書等の再送付手続き 

⑥ 申請方法や対象者等に関する意見、苦情等 

⑦ その他児童手当の支給に関すること 

ウ コールセンターの開設期間は、令和６年８月１日から令和６年１１月２９日まで

とする。 

エ 業務履行日時については、平日の午前９時００分から午後５時１５分までの時間

帯とする。ただし、平日の夜間、土、日及び祝祭日に業務を行う必要が生じた場合

は、事前に発注者と協議を行うこと。 

オ コールセンターの電話回線については、２チャネルとし、「８ 人員体制

（２）」で示す従事者を配置し、対応することとする。 

カ コールセンターでの対応内容については、電話ごとに電話対応記録票を作成し、

受付種別（問合せ、意見・苦情、その他）ごとの受付件数を必要に応じて、発注者に

閲覧及び提供すること。 

キ コールセンターの電話回線及び電話機は発注者が用意し、費用負担も行うものと

する。 

（７）審査等業務 

ア オンライン申請、郵送又は申請会場の受付窓口にて受理した申請書等の記載内

容、添付文書等を確認し、審査のうえ申請情報等を入力する事務センターを開設及

び運営するものとする。 

イ 事務センターの開設期間は、令和６年８月１日から令和６年１１月２９日までと

する。 

ウ 業務履行時間については、原則平日の午前９時００分から午後５時１５分までの

時間帯とする。ただし、平日の夜間、土、日及び祝祭日に業務を行う必要が生じた
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場合は、事前に発注者と協議を行うこと。 

エ 申請者から郵送された申請書等の受領後は、収受記録をはじめ処理過程について

進捗管理を行うこと。 

オ 発送した制度案内文書等が不着返戻された場合には、転居等の届出状況を発注者

へ照会のうえ、異動先が判明した場合には、異動先へ再送付すること。 

エ 受理した申請書等の記載内容、添付文書等に不備があった際は、速やかに不備通

知を作成・送付して不備を解消するよう努めること。 

オ 申請された申請書等は、完了分、不備分に分けてファイリングを行い、すぐに取

り出せるように整理すること。 

カ 請求情報等は、８月下旬ごろより使用できる児童手当システムに入力すること。 

キ 申請者の申請状況（ステータスデータ）を発注者が指定する方法で毎日（土、日

及び祝祭日を除く）納品すること。 

（８）認定・額改定等通知書の封入封緘及び発送 

ア 認定・額改定等を決定した対象者に、１１月末までに認定通知書等を封入封緘及

び発送するものとする。 

イ 通知書を印字後に発送不要となった者について、発送前に抜取りを行うこと。 

（９）その他の業務 

  （１）から（８）に記載のないものであっても児童手当の支給に関して必要な事務

は、双方協議のうえ実施するものとする。 

 

８ 人員体制 

（１）統括責任者の配置 

  ア 受注者は、業務を実施するにあたって本事業の深い知識及び適切な能力が必要で

ある為、本業務に精通している業務従事者から１名を統括責任者と定め、その氏名

を発注者に報告しなければならない。 

  イ 統括責任者は、受注者に継続して３年以上雇用されている正規雇用者で、住民税

非課税給付金業務等の受注経験者とし、市役所に常駐させること。 

  ウ 統括責任者がやむを得ず不在とする場合においても、業務に支障がない体制を確

保すること。 

エ 統括責任者は、責任を持って本業務における業務従事者に対する指揮命令、管理

監督を行うこと。 

カ 統括責任者は、本業務及び「和泉市定額減税調整給付金支給業務」の統括責任者

を兼ねることができる。 

（２）業務従事者の配置 

  ア 各業務の遂行にあたり必要な知識及び能力を有する者とすること。 

  イ 業務従事者の配置は次の表のとおりとする。 

ウ 受付窓口及びコールセンター業務は、業務量の変動（繁忙期、閑散期）を考慮し

て配置すること。 
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エ 受付窓口、事務センター及びコールセンターにおいて、受付及びコール対応の遅

延等により、発注者が市民へのサービスが低下していると判断する場合は、発注者

が受注者へ、従事者の増員要請を行う。受注者は発注者から提示される現況等を整

理し、発注者と協議の上、人員の確保等に努めること。 

オ 人員体制は、繁閑の状況に応じて変更する場合がある。 

 

期間 ８月・９月 ９月 １０月 １１月 

業務従事者 

最低人員数 
４名以上 ４名以上 ３名以上 ３名以上 

※想定参考人員 

統括責任者 
1名 1名 1名 1名 

受付窓口 

コールセンター 

事務センター 

３名 ３名 ２名 ２名 

コールセンター 

（電話回線及び

台数） 

２チャネル、２台 

受付窓口 ２ブース 

（３）研修の実施 

 ア 受注者は、業務の遂行にあたり、必要となる知識を習得するため、従事者に対し

以下の研修を行うこと。 

① 基礎研修（電話対応、関係法令等業務に必要な知識、端末機の操作方法など） 

② 個人情報保護研修（守秘義務及び個人情報の取扱い等について） 

③ ロールプレイング等その他必要な研修 

イ 受注者は、本業務開始後においても、業務水準の維持向上のため、適宜必要な研

修を実施しなければならない。また、発注者が必要であると請求した場合も同様と

する。 

（４）受注者は、履行期間中において、業務従事者について変更がある場合は、業務従事

者変更届を提出するとともに、業務に支障のないよう適切な引継ぎ等を行うこと。 

（５）受注者は、自己の有する専門的な技術に基づき、業務対応マニュアルを自ら作成

し、業務効果を高めることに努めること。 

（６）業務従事者の不測の事態の発生、情報漏洩等、緊急事態発生時に対応できるよう

に、緊急時の体制を整えること。 

（７）発注者は、業務従事者が本業務履行に関して不適切と認めたとき、受注者に対して

その変更を請求することができる。 

 

９ 業務従事者の責務 
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（１）業務従事者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

ア 本業務に係る全情報の目的外利用、複写、複製及び持ち出しをしてはならない。 

イ デジタルカメラ及び携帯電話その他情報漏洩につながる可能性のあるものについ

ては、統括責任者が責任をもって管理しなければならない。 

ウ 業務従事中は、常に名札を着用し、他の営業行為に類することをしてはならな

い。また、受注者は名札について事前に発注者の承認を得て名札を作成し、着用さ

せなければならない。 

エ 業務の従事にあたっては、常に規律正しく、好感の持てる言動で接するように心

がけなければならない。 

 

１０ 連絡調整会議の開催 

発注者に業務の進捗や課題等を報告する連絡調整会議を、月１回又は必要に応じて開

催すること。 

 

１１ 提出書類 

（１）次の表に記載の書類を作成し、提出時期に発注者へ提出するものとする。 

（２）表に定めのない書類についても、発注者からの指示があった場合は作成・提出し、

その内容・書式・体裁は協議の上、決定すること。 

No. 提出書類 内容 提出時期 

１ 業務計画書 業務計画を示したもの 業務開始前 

２ 業務マニュアル 
業務内容、作業手順、作業方法、作業上

の注意事項等を示したもの。 
業務開始前 

３ ＦＡＱ 

問合せに対するＦＡＱ、発注者の協力

のもと受注者が作成したもの（発注者

の承認を得ること） 

業務開始前 

４ 業務日報 
受付区分・種別ごとの受付件数などを

示したもの 

月報と同時又は発注

者の求めに応じて 

５ 
業務月報（月次完

了報告書） 

受付区分・種別ごとの受付件数、業務全

体の実施状況、計画の進捗状況、課題な

どを示したもの 

翌月１０日以内 
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１２ 秘密の保持及び個人情報の保護 

本業務は、市民の重要な個人情報を取り扱うことから、その漏洩対策には万全を期す

る必要があるため、受注者は情報漏洩対策として次の事項を遵守しなければならない。 

（１）受注者は、本業務の履行にあたり関係法令等を遵守するとともに、本業務を行うう

えで知り得た情報については、履行期間中はもとより履行期間終了後においても、い

かなる理由があっても第三者に漏洩してはならない。 

（２）受注者は、本業務の履行にあたり常に個人情報保護を強く念頭においた対応を行う

とともに、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（３）受注者は、上記（２）の義務を担保するために、本業務に関わる全ての業務従事者

から事前に発注者が指定する様式にて、誓約書を徴し、その写しを発注者に提出しな

ければならない。 

（４）受注者は、発注者に対して「個人情報等の保護に係る誓約書」を提出しなければな

らない。 

（５）受注者は、本業務の履行に関する秘密の保持について、退職した業務従事者に対し

ても、責任を負わなければならない。 

（６）受注者は、この業務の履行にあたり個人情報の漏洩、改ざん及び滅失等が行われな

いよう適切に管理し、万が一、これらが発生した場合に備え、実施すべき対応事項及

び手順を事前に定めなければならない。 

（７）受注者は、業務上使用した資料等については発注者の指示に従い保管又は廃棄の管

理をしなければならない。 

（８）受注者は、発注者との間で行われた打ち合わせ内容、発注者から提供される資料・

調査内容等のうち発注者が秘密として指定したものについても、個人情報に準じて取

り扱わなければならない。 

 

１３ その他 

（１）発注者と連絡を密にし、常に協力体制を整え、対応すること。 

（２）業務遂行に当たって関係する法律及び関係諸法令、条例、規則その他の規準等を遵

守し、常に善良たる管理者の注意をもって誠実に業務を遂行しなければならない。 

（３）受注者は、業務の履行に関し事故等を発見した場合、迅速かつ適切に処置をとると

ともに直ちに発注者に報告しなければならない。 

（４）この委託業務に基づき、発注者が受注者に支払う費用は、本契約に係る委託料のみ

であり、通信費・印刷費・運搬経費等の名目での別途請求は認めない。 

６ 
業務従事者勤務

状況報告 

申請会場において、受付窓口、審査等、

コールセンター業務に従事した業務従

事者の勤務状況（出勤、退勤、休憩）を

まとめたもの 

業務完了後 
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（５）仕様書、契約書及び個人情報取扱特記事項に定めのない事項又は疑義が生じたとき

は、信義誠実の原則に従い、発注者、受注者双方が別途協議して定めるものとする。た

だし、発注者、受注者双方の協議が整わない場合は、受注者は発注者の指示に従うもの

とする。 

（６）データの取扱いについて 

  受注者は、業務の履行に際し知り得た情報について、下記のとおり対応すること。 

  ア 受託業務終了後、速やかに対象者リストを廃棄し消去すること。 

イ 対象者リストの廃棄及び消去の完了後、受注者はデータ廃棄報告書（様式は任

意）を発注者へ提出すること。 

（７）ＤＶ等要配慮者、刑務所関連、現金支給、相続関連については、該当案件を確認し

た場合は速やかに発注者に引継ぎを行うこと。なお、現金支給は本市職員が対応する

が、審査等業務は、受注者が行うこと。 

（８）本業務の一部を再委託する場合には、発注者の承認を得ること。 

（９）リスクマネジメント 

ア 想定されるリスクについて、各業務の課題を早期に抽出し、先を見通した調整を

行うなどリスク低減を図ること。 

イ 事故発生時には速やかに対策を講じるとともに、今後事故が生じないための再発

防止策を整理すること。 

（１０）支払方法 

ア 支払いは７月分から１１月分の毎月払いとし、月次完了報告書を発注者へ通知

し、検収を受けるものとする。 

イ 支払い額は、委託金額を７月分から１１月分の５か月で除して端数（１円未満）

を切捨て、端数の総額を最終月払いに加算するものとする。 



（別紙）制度案内文書等の印刷及び送付等について 

 

１．印刷する様式 

・1-3は支給対象者の宛先を印字のうえ納品すること。 

・数量は見込であるため、必要に応じて補充すること。 

・1-3は宛先等に併せて、個別の電子申請用二次元バーコードを印字すること。 

・発送物の宛名には、カスタマバーコードを印字すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 名称 仕様等 数量等 

1-1 発送用封筒 
洋形（235×120㎜）、晒クラフト80、アラビア

糊、グラシン窓加工あり、両面多色刷 
30,000枚 

1-2 返信用封筒 

洋形（220×110㎜）、クラフト85、頭折り、テ

ープタック付、片面2色印刷（透過防止加工あ

り） 

10,000枚 

1-3 制度案内文書 (A3)上質70、DM折り、両面多色刷 22,000枚 

1-4 
額改定案内文書

（職権） 
A4サイズ、上質55、片面2色印刷 5,000枚 



２．宛名の印字、封入封緘、発送等 

№ 名称 対象者 仕様等 備考 

2-1 
制度案内送付 

 
対象者データ 

(1-3)に宛名等の情報を印字

し、(1-1)発送用封筒に、(1-

3)制度案内文書を封入封緘

し、送付する。 

当初見込 

  ：約22,000件 

2-2 
額改定案内送付 

（職権） 
対象者データ 

(1-3)に宛名等の情報を印字

し、(1-1)発送用封筒に、(1-

3)制度案内文書、(1-4)返信

用封筒、（1-4）額改定案内

文書（職権）を封入封緘し、

送付する。 

当初見込 

  ：約5,000件 

2-3 不備通知送付 
申請不備の支給

対象者 

(1-1)発送用封筒にWORD等で

作成した不備通知、(1-2)返

信用封筒を封入封緘し、随時

送付する。 

随時 

2-4 
認定・額改定通

知送付 

認定・額改定を

決定した者 

(1-1)発送用封筒に認定・額

改定通知書（児童手当システ

ムより出力）を封入封緘し、

11月末までに送付する。 

当初見込 

  ：約9,000件 

11月末まで随時 

・2-1、2-2の送付物は、和泉郵便局へ直接差し出すこと。 

・発送業務については、郵便局の指定するケースに入れて発注者の指定する場所へ納品す

ること。 

・郵便物全般に関して、郵送方法は、郵便局の割引制度利用できるようにするなど、郵送

料金が安価になる方法とすること。 


